
COVID-19 による営業内容の縮小等について 

 

世界的に感染が広がる新型ウィルスとの戦いで、有効な特効薬やワクチンが開発されるまでは、残念な

がらウィルスと共存しなければならない状態となり、当施設もこれまで通りの形態で営業を続ける事は

困難と思われ、施設の利用に一定の制限を設ける事といたしました。 

主な制限は以下の通りで、期間については、当面の間とさせていただきます。 

 

□ ご利用をご遠慮いただく場合の “感染症対策” を新たにいたしました（別途掲示）。 

□ プール利用者数の制限 ： 同時利用者 20 名まで  

□ 利用時間  ： お 1 人 2 時間まで（更衣等を含め 2 時間 30 分まで） 

※ 送迎バス、公共交通機関をお使いの方の滞在時間はこ

の限りではございません。 

□ 館内滞在者数の制限 ： 概ね 30 名程度まで（プール利用者含む） 

□ 送迎バスの乗車定員減 ： 14 名まで 

： 五所川原・金木・中里地区は予約制で 1 人週 3 回まで 

□ 運動教室の休止（再開を目指して内容を検討しています） 

□ エアロゾルの休止 

□ ドイツ式サウナ浴・アウフグースの休止 

□ サウナ利用の制限 ： 同時に入室できる人数 6 名まで 

： 1 回の利用時間 5 分程度 

※ 皆様がご利用できる様に入替りにご協力ください。 

 

■ プールやサウナはウィルスが長時間生存する事は困難な環境とは思われますが、ロッカールー

ム等では感染リスクが高いと思われる個所もあり、感染の飛沫や接触、 “密” の発生等、感染

予防から利用制限を設けております。安心・安全を出来る限り確保し、施設運営を続けられる

ようにご協力をお願いいたします。 

  

なお、今後の営業について、下記に該当する場合等は臨時休館が考えられますので、ご理解をお願いい

たします。 

□ 政府や自治体から再度の営業自粛要請が出た場合。 

□ 利用者やスタッフの中に感染者がいた事が判明した場合。 

□ 複数のスタッフが『ご利用をご遠慮いただく場合』に該当する場合。 

□ 五所川原保健所管内、特に施設近隣で経路不明の感染者が出た場合。 
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